
（２）

． ．広報おうめ
【한국어】저희 오우메시 홈페이지는 영어, 중국어, 광동어, 한국어, 스페인어, 독일어로도 볼 수 있습니다.

【普通话】青梅市政府网页还提供以上语言：英语，普通话，广东话，韩语，西班牙语和德语．
【粵語】青梅市政府網頁還提供以上語言：英語，普通話，粵語，韓語，西班牙語和德語．

【Deutsch】Die Website der Stadtregierung Ome ist auch erhältlich in: English, Mandarin, Kantonesisch, Koreanisch, Spanisch und Deutsch.

３０ １０ １

傍 聴 に お 出 か け く だ さ い

☆
新
築
・
増
築
し
た
場
合

　
平
成
31
年
度
の
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
の
税
額
を
算

定
す
る
た
め
、
調
査
員
が
家
屋

の
内
外
部
・
設
備
等
を
調
査
し

ま
す
。

　
30
年
中
に
新
築
・
増
築
し
た

す
べ
て
の
家
屋
（
住
宅
、店
舗
、

工
場
、
車
庫
、
物
置
等
）
が
対

象
と
な
り
ま
す
。
小
規
模
な
増

築
等
で
建
築
確
認
を
申
請
し
て

い
な
い
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
建
築
確
認
を
申
請
し
て
い

る
場
合
は
後
日
、
市
か
ら
調
査

の
お
願
い
を
し
ま
す
の
で
、
ご

連
絡
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

☆
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合

　
家
屋
（
住
宅
、
店
舗
、
工
場
、

車
庫
、
物
置
等
）
の
全
部
ま
た

は
一
部
を
取
り
壊
し
た
方
は
、

所
有
者
の
住
所
・
氏
名
・
家
屋

調
査
済
証
に
記
載
さ
れ
た
番
号

（
不
明
な
場
合
は
、
所
在
地
番
・

種
類
・
構
造
・
床
面
積
等
）
を

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
固
定
資
産
税
等
の
税
額
に
、

影
響
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 

い
合
わ
せ
　
資
産
税
課
家
屋

係

新

築
・

増

築
の
調

査
に
伺
い
ま
す

　
市
で
は
災
害
対
策
基
本
法
に

基
づ
き
、
災
害
発
生
時
に
自
ら

避
難
す
る
こ
と
が
困
難
で
、
避

難
す
る
た
め
に
支
援
を
必
要
と

す
る
方(

避
難
行
動
要
支
援
者)

の
名
簿
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

　
名
簿
の
作
成
に
あ
た
り
、
次

の
方
を
対
象
に
「
避
難
行
動
要

支
援
者
届
出
書
兼
名
簿
情
報
提

供
同
意
確
認
書
」
を
送
付
し
て

い
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記

入
し
、
返
信
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象

▽ 

介
護
保
険
制
度
に
よ
る
要
介

護
状
態
区
分
が
要
介
護
３
〜

５
の
方

▽ 

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を

受
け
、
障
害
の
程
度
が
１
・

２
級
の
方

▽ 

東
京
都
愛
の
手
帳
の
交
付
を

受
け
、
障
害
の
程
度
が
１
・

２
度
の
方

▽ 

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

の
交
付
を
受
け
、
障
害
の
程

度
が
１
・
２
級
の
方

▽ 

75
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の

世
帯
の
方

　
な
お
、
名
簿
作
成
に
あ
た
っ

て
の
情
報
提
供
に
同
意
し
た
場

合
で
も
、
地
域
の
人
が
必
ず
助

け
て
く
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　
対
象
と
な
る
皆
さ
ん
も
自
ら

身
を
守
る
と
い
う
意
識
を
持

ち
、
で
き
る
範
囲
で
防
災
対
策

に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
こ
の
支
援
制
度
は
、

地
域
の
助
け
合
い
に
よ
っ
て
成

り
立
っ
て
い
ま
す
。
日
頃
か
ら

地
域
の
皆
さ
ん
と
気
軽
に
会
話

が
で
き
る
関
係
づ
く
り
を
心
が

け
ま
し
ょ
う
。

問 

い
合
わ
せ
　
防
災
課
危
機
管

理
係

の
設
置
等
に
つ
い
て
届
け
出
が

必
要
で
す
。

　
各
区
域
の
詳
細
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽ 

青
梅
駅
周
辺
景
観
形
成
地
区

…
西
分
町
〜
森
下
町
の
青
梅

街
道
沿
い
を
中
心
と
し
た
区

域
▽ 

多
摩
川
沿
い
景
観
形
成
地
区

…
御
岳
〜
友
田
町
の
多
摩
川

沿
い
の
区
域

　
市
で
は
、「
美
し
い
風
景
都

市
・
青
梅
」
を
目
指
し
、
優
れ

た
景
観
を
持
つ
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
る
た
め
、
青
梅
市
の
美
し

い
風
景
を
育
む
条
例
に
基
づ

き
、
建
築
行
為
等
に
つ
い
て
届

け
出
を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
重
点
的
に
景
観
形
成

を
図
る
地
区
と
し
て
指
定
し
て

い
る
「
青
梅
駅
周
辺
景
観
形
成

地
区
」
お
よ
び
「
多
摩
川
沿
い

景
観
形
成
地
区
」
と
、
そ
の
他

の
「
一
般
地
区
」
で
は
届
け
出

対
象
が
異
な
り
ま
す
。

○
景
観
形
成
地
区

　
景
観
形
成
地
区
で
は
、
建
築

物
の
建
築
、
工
作
物
・
広
告
物

○
一
般
地
区

　
景
観
形
成
地
区
を
除
く
、
市

内
の
す
べ
て
の
地
区
で
す
。

　
一
定
規
模
以
上
の
建
築
物
の

建
築
、
工
作
物
の
設
置
等
に
つ

い
て
届
け
出
が
必
要
で
す
。

問 

い
合
わ
せ
　
都
市
計
画
課
開

発
指
導
係

政

治

家

の

寄

附

は

禁

止

〜
贈
ら
な
い
！
求
め
な
い
！

受
け
取
ら
な
い
！
〜

　
秋
は
運
動
会
や
祭
り
な
ど
行

事
が
多
く
な
る
季
節
で
す
が
、

政
治
家
や
候
補
者
が
、
選
挙
区

内
の
人
に
お
金
や
物
を
贈
る
こ

と
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
地
域
の
行
事
や
ス

ポ
ー
ツ
大
会
な
ど
を
行
う
際
、

有
権
者
が
政
治
家
や
候
補
者
に

寄き

ふ附
や
差
し
入
れ
を
求
め
る
こ

と
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

問 

い
合
わ
せ
　
市
選
挙
管
理
委

員
会

始
ま
り
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の「
た
す
け
あ
い
精
神
」

　
今
年
も
10
月
１
日
か
ら
第
72

回
赤
い
羽
根
共
同
募
金
運
動
が

赤
い
羽
根
共
同
募
金
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

に
支
え
ら
れ
る
共
同
募
金
運
動

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 

い
合
わ
せ
　
福
祉
総
務
課
庶

務
係

平
成
30
年
度
青
梅
市
戦
没
者
追
悼
式

　
先
の
大
戦
の
ほ
か
幾
多
の

戦
禍
に
よ
り
犠
牲
と
な
ら
れ

た
戦
没
者
を
追
悼
し
、
恒
久

平
和
の
誓
い
を
新
た
に
す
る

た
め
、
戦
没
者
追
悼
式
を
行

い
ま
す
。
ご
遺
族
を
は
じ
め

市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
参
列
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

日 

時
　

10
月
19
日
（
金
）　

午
後
２
時
か
ら
（
１
時
30

分
受
付
開
始
）

会
場
　
市
役
所
２
階

そ 

の
他
　
趣
旨
を
ご
理
解
の

う
え
、
参
列
を
希
望
す
る

方
は
、
平
服
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。

直
接
会
場
へ

問 

い
合
わ
せ
　
福
祉
総
務
課

庶
務
係

多摩川沿い景観形成地区

良
好
な
景
観
形
成
の
推
進
に
ご
協
力
を

市
役
所
に
手
話
通
訳
者
を

配
置
し
て
い
ま
す

　
手
話
通
訳
を
必
要
と
す
る

方
の
各
種
申
請
や
手
続
き
な

ど
の
補
助
を
行
う
手
話
通
訳

者
を
配
置
し
て
い
ま
す
の

で
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日 

時
▽ 

火
曜
日
の
午
前
９
時
〜
正

午

▽ 

水
曜
日
の
午
後
１
時
〜
４

時
※
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く

対 

象
　
手
話
通
訳
を
必
要
と

す
る
方

利 

用
方
法
　
各
種
申
請
や
手

続
き
な
ど
を
行
う
窓
口

で
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

注 

意
事
項
　

▽ 

手
話
通
訳
者
が
各
種
申
請

や
手
続
き
を
代
行
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

▽ 

手
話
通
訳
者
が
ほ
か
の
方

の
通
訳
中
は
お
待
ち
い

た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま

す
。

問 

い
合
わ
せ
　
障
が
い
者
福

祉
課

日　程 時　間 会　場

１０月２５日（木）

午後７時～９時

成木市民センター

１０月３０日（火） 東青梅市民センター

１１月　５日（月） 青梅市民センター

１１月　７日（水） 河辺市民センター

１１月　８日（木） 沢井市民センター

１１月１４日（水） 今井市民センター

お 気 軽 に ご 参 加 く だ さ い　

市 民 と 市 長 と の 懇 談 会
　市では、透明で公正な行政の確立に向け、広聴

の充実を図っています。

　今年度の「市民と市長との懇談会」は、成木、

東青梅、青梅、河辺、沢井、今井の各市民センター

で開催し、地域の課題について広く市民の皆さん

と意見交換をさせていただきたいと思います。

　また、お住まいの地区以外の会場でも参加でき

ますので、ご都合に合わせてご近所お誘い合わせ

のうえ、ご参加ください。

日程・時間・会場　下表のとおり

出 席者　市長、副市長、教育長　ほか

問 い合わせ　企画政策課企画政策担当

昨 年 度 の 実 施 状 況

　６会場で開催し、１８０人の市民

の皆さんと市政について懇談をさせ

ていただきました。詳細は市ホーム

ページをご覧ください。

　１０月７日まで、市役所や各市民センターなどへお

越しの皆さんを対象に、窓口での職員の応対などにつ

いて、アンケート調査を行います。

　このアンケートは、市民の皆さんが、窓口業務など

について、どのように感じられているのかを伺うこと

により、今後の窓口サービスの向上を図るために行う

ものです。期間中は、職員がアンケート用紙を配布す

るほか、市ホームページからも回答することができま

すので、ぜひご協力ください。

　なお、アンケート結果は、集計後、広報おうめおよ

び市ホームページに掲載する予定です。

問い合わせ　市民課

窓口応対に関する
市民アンケートにご協力を

青梅市
行財政改革推進委員会

子ども・子育て会議 青梅市総合教育会議

日時
１０月４日（木）
午後２時から

１０月１５日（月）
午後２時から

１０月１６日（火）
午後１時３０分から

会場
市役所議会棟３階
第３委員会室

市役所３階
教育委員会会議室

市役所３階
教育委員会会議室

内容
青梅市行財政改革推進
プランの取組状況等の
検証について

青梅市子ども・子育て支援
事業計画策定にかかるニー
ズ調査の回答について（予
定）
※ 託児あり。希望する場合
は９日までに申し込み

教育施策について　ほか

定員 先着１０人 １０人（抽選） １０人（抽選）

傍聴受付
当日の午後１時５５分
までに会場入り口で

当日の午後１時３０分～
４５分に会場入り口で

当日の午後１時００分～
１５分に会場入り口で

問い合わせ 財政課 子育て推進課子育て推進係 企画政策課

避

難

行

動

要

支

援

者

名

簿


